
　申立てをする人 　遺言書の保管者，遺言書を発見した相続人

　遺言をした人の最後の住所地の家庭裁判所　申立てをする裁判所

　□　申立書　１通
　□　「申立てに必要な書類等の一覧表」をご覧ください。
（書類は，原本を提出していただくことを原則としていますが，原本の還付を
求める場合には，原本還付申請書（上申書）に還付を求める原本のコピー
を添えて提出していただくこととなりますので，後に還付を申請する予定の
場合は，あらかじめ還付を求めたい書類のコピーを用意しておくようにしてく
ださい。）

　申立てに必要な書類

　申立てに必要な費用

　□　遺言書１通につき　収入印紙　８００円分
　□　連絡用の郵便切手
　　　　８０円を，申立書記載の関係者（申立てをする人，相続人等）
　　　の数の２倍の枚数

「遺言書の検認」の手続とは・・・

   遺言をした人が死亡した後，遺言書（自筆で書かれたものや封印されたもの）を保
管していたり発見した相続人は，遅滞なく，家庭裁判所で検認の手続を行わなけれ
ばなりません（民法1004条1項）。その手続が「遺言書の検認」と呼ばれる手続です。
　この手続を行うときは，以下の書類等を用意し，裁判所に提出してください。
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約1か月 ※目安です。

手　続　の　流　れ
※一般的な流れを示したものです。
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※　必ず遺言書を持ってき
てください。
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※検認済証明書の
申請には，遺言書１
通につき１５０円分
の収入印紙が必要
です。

※　検認期日に
出席しなかった
相続人などに
は，検認を実施
したことを裁判
所から通知しま
す。



よくあるご質問

Q1　相続人には，だれが検認期日を連絡するのですか？　また，相続人の中には，高
齢で出頭できない人がいるのですが，問題ありませんか？

   相続人には，裁判所から検認期日の通知をします。検認期日に出席するかどうか
は，相続人の判断に任されており，全員がそろわなくても検認手続は行われます（な
お，出席できなかった人に対しては，検認を実施した旨の通知をします。）。

Q2　検認期日には，何を持っていけばよいのですか？

   申立人は，遺言書と申立人の印鑑を持参してください。特に，遺言書は忘れないよう
に，必ず持参してください。

Q3　検認期日には，どのようなことを行うのですか？

Q5　検認が終わった後は，どうすればよいのですか？

  遺言の執行をする場合には，検認済証明書が付いていることが必要なので，遺言書
の検認手続が終わったときに，検認済証明書の申請をしてください（遺言書１通につき１
５０円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要になります。）。
　なお，現実に執行できるかどうかは，執行先（土地や建物であれば法務局，預金であ
れば銀行など）又は弁護士，司法書士などにお尋ねください。

   申立人から遺言書を提出してもらい，出席した相続人などの立会のもと，封筒を開封
し，遺言書を検認します。検認とは，後日の偽造，変造を防止し，その保存を確実にす
るために，その形式や形状などを調査確認することです。

Q4　検認が済んだ遺言書は有効な遺言書になるのですか？　遺言書は偽造されたもの
に間違いないのですが，検認期日に無効なものだと認めてもらえますか？

   遺言書の検認は，遺言書が有効であるか無効であるかを決める手続ではありませ
ん。遺言書が無効であることを確認するためには，別途，手続（遺言無効確認の申立
て）が必要です。
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名古屋家庭裁判所（本庁）に申立てをする場合の申立書等の提出（送付）先
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